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○すべての働く仲間が、安心して働き、くらすことのできる、持続可能で包摂的な「働くことを軸とする安心
社会」の実現をめざし取り組む。
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ジェンダー平等、真の多様性ある
職場・社会へ（3.8国際女性デー）

労働者の祭典「メーデー」 すべての働く仲間の代表として政府・政党へ
政策要請

経団連をはじめ経済界との対話

平和行動
（沖縄・広島・長崎・根室など）

自然災害からの復旧・復
興へボランティア活動

①すべての働く仲間をまもり、つなぐ、社会に広がりのある運動
②安心社会とディーセント・ワークをまもり、創り出す活動
③ジェンダー平等など「真の多様性」が根付く職場・社会づくり

④社会連帯を通じた平和、人権、社会貢献への取り組み
➄健全な議会制民主主義と政策実現に向けた活動
⑥国際機関への参画、国際労働組合とのグローバルな連携

連合とは ～国内の主な取り組み～

労
働
相
談

資料１



○加盟組合員数は約７００万人。労働組合の「ナショナルセンター（中央労働団体）」。
４８の産業別労働組合組織が加盟。４７都道府県には「地方連合会」を設置。

○労働組合の国際組織であるＩＴＵＣ（国際労働組合総連合）
※

に加盟。国際労働基準の制定・遵守や
公正な移行、開発途上国での建設的労使関係構築、貧困・人権・民主主義・平和等の問題に取り組む。

○ＩＬＯ（国際労働機関）、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）、Ｇ20/Ｇ７首脳会合、ＣＯＰ（国連気候変動枠組条約
締約国会議）など国際機関・会合における議論や社会対話に日本の労働者を代表して参画。

連合とは ～主な国際活動～
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※ＩＴＵＣ加盟組織数：１６３の国・地域から３３２組織

ＯＥＣＤ

ＩＬＯ
・条約や勧告の制定と監視
・総会や理事会への参画
・創設100周年(2019年)
人間中心の「仕事の未来」へ
社会対話の促進

・ＯＥＣＤに設置されている
労働組合諮問委員会(ＴＵＡＣ)
への参画

・多国籍企業行動指針
（ガイドライン）の普及

・Ｇ20首脳と国際労働組合
組織との社会対話（Ｌ20）

Ｇ20首脳会合

ＣＯＰ

・公正な移行を伴う
気候変動対策

開発途上国への
開発協力

・建設的労使関係の構築
・民主的労働運動の支援
・リーダー育成

国際連帯

国内外における
・人権や労働組合権侵害への抗議
・大規模自然災害への救援カンパ

資料２



連合「なんでも労働相談ホットライン」 0120-154-052

いこうよ れんごうに

5/25緊急事態宣言全面解除4/7 7都府県緊急事態宣言

4/16 全都道府県緊急事態宣言3/2～ 小中高 休校要請

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

９５４
(+46）

１,４５３
（-442）

１,６５６
(＋541）

１,９６６
(+823）

１,４６９
(＋105）

２,８１１
(+1,171）

１,４９９
（+353）

１,０８７
（+291）

１,２３７
（+330）

１,４２７
（+361）

１,１３２
(+101)

１,７６４
(+430）

約５割強
正社員からの相談

４カ月連続トップ
医療・福祉従事者

からの
相談、全体の２割

13カ月連続トップ

２位
「解雇・退職強要・

契約打切」

トップ
（１１.７％）

２位
（９.４％）

トップ
（13.5％）

「休業
補償」

２位
（11.7％）

トップ
（15.7％）

２位
（13.2％）

トップ
（12.6％）

２位
（12.1％）

約５割強

トップ
（14.7％）

２位
（13.0％）

トップ
（13.9％）

２位
（13.4％）

トップ
（15.6％）

２位
（13.1％）

トップ
（17.3％）

２位
（11.4％）

トップ
（19.0％）

２位
（13.1％）

トップ
（21.1％）

２位
（11.5％）

○2020年1～12月の相談件数は２０,８２８件※となり、前年比５,５６８件の増加（約３６％増）。

「パワハラ・
嫌がらせ」

「パワハラ・
嫌がらせ」

約６割非正
規雇用等

からの相談

サービス業
関係従事者
からの相談
トップ全体の

２割

「パワハラ・
嫌がらせ」

「解雇・
退職強要・
契約打切」

５割超
正社員か
らの相談

医療・福祉
従事者か
らの相談
トップ全体
の約２割

「解雇・
退職強要・
契約打切」

【電話による相談の内訳】
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※電話18,455件、メール1,615件、LINE758件

↼ ↼ ↼ ↼

↼ ↼ ↼ ↼

↼ ↼ ↼ ↼

↼ ↼ ↼ ↼

↼ ↼ ↼ ↼ ↼ ↼ ↼ ↼

↼ ↼ ↼ ↼↼ ↼ ↼
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労働組合は働く者に保障された権利

労働者が、雇う側と対等な立場で話し合うために、労働組合をつくる権利。
また、労働組合に加入できる権利。

☆ＩＬＯ第８８号条約
職業安定業務に関する政策の立案について使用者及び労働者の代表者の協力を得なければならない。

☆ＩＬＯ第１４４号条約
加盟国は、政府、使用者及び労働者の代表者の間で効果的な協議の確保・運用を約束。
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労働組合が、雇う側と労働条件などを交渉し、文言などで約束を交わすことが
できる権利。

話し合いによる交渉がまとまらなかったときに、仕事をしないで抗議する権利。
いわゆるストライキ権。

憲
法
第
28
条

○賃金や労働条件など働くうえでの様々な問題に対して、労働者が自分たちで、会社へ働きかけ、
話し合い、職場環境を改善し、より働きやすく、より働き甲斐のある職場へ。
⇒憲法で労働組合に３つの権利が認められている。

団結権

団体交渉権

団体行動権

労
働
三
権

☆労働組合法（1949年）は、労働者が労働組合をつくり、会社と対等に
話し合いができることなどを保障。会社側に対して、労働組合への
加入や組合活動などを理由に労働者へ不利益な扱いをすることや、
正当な理由なく団体交渉を拒否することなどを禁じている。

資料４

政

労 使

※連合は労働分野の他、社会保障、環境、産業構造など様々な審議会に参画。

＝ ＩＬＯ（国際労働機関）条約は労使参加の下で政策決定を行うべき旨を規定 ＝



○日本の子どもの貧困率は１３．５％（子どもの７人に１人が貧困状態）であり、とりわけ「大人が一人」の
世帯では４８．１％にのぼる（ 「子どもがいる現役世帯」の場合）。

○ひとり親家庭の平均所得は他の世帯に比べ低く、大学進学率も低い。
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【１世帯当たりの平均所得金額】

ひとり親家庭の現状
子どもがいる現役世帯の
世帯員の相対的貧困率
（世帯主が18歳以上65歳未満）

【ひとり親家庭の子どもの進学率】

ひとり親家庭 全世帯

高校への進学率 ９６.３％ ９９.０％

大学等への進学率 ５８.５％ ７３.０％

児童のいる世帯 ７４５．９万円

母子世帯 ３０６．０万円

【出所】厚生労働省「2019年国民生活基礎調査」より連合が作成。

【出所】厚生労働省「2019年国民生活基礎調査」より。

【出所】内閣府2018年版「子供・若者白書」より。数値は厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査」の
2016年データと文部科学省「学校基本統計」の2017年データ。

※子どもの貧困率： 平均的な年間可処分所得の半分を下回る世帯で暮らす18歳未満の子どもの割合
※相対的貧困率： 貧困線を下回る所得しか得ていない者の割合（貧困線とは、所得中央値の半分をいう）
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国際社会では貧困と分断が進んでいます。あなたはどう行動しますか？資料５



○世界の実質所得に関する推移をみると、新興国などの中所得階級や先進国の富裕層で大きく伸びて
きたが、先進国の中・低所得者層では伸びが低かった。

○日本ではいわゆる非正規雇用で働く仲間が雇用労働者の約４割を占める中、雇用形態間の違いや、
男女間などの賃金格差が課題となっている。
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日本の雇用形態間の賃金格差
1人当たり実質所得の伸び

（世界： 1988年～2008年）
※いわゆるエレファント・カーブ

【出所】厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2018年（平成30年）の産業計・規模計より連合が試算。
以上、経済財政諮問会議_2030年展望と改革タスクフォース報告書より。
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日本は、世界で一早く労働力人口が減少に転じました。あなたはどう行動しますか？

【出所】経済財政諮問会議 衛藤臨時議員提出資料より（データは厚生労働省「人口動態統計」）。

○日本の年間出生数は、ベビーブーム期が第１次（1947～1949）、第2次（1971～1974）と到来して以降、
減少傾向にあり、2016年に100万人を割り込んだ。 2019年は86万4,000人と推計されている。
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資料７



○少子高齢化の進行により、日本の人口ピラミッド（年齢構造）は、“富士山型”から現在の“釣鐘型”に変
化してきた。将来は、少子化が続くことにより “つぼ型”に変化していくと推計され、労働力人口の減少と
多死社会が同時に到来することが見込まれる。

日本は、世界で一早く労働力人口が減少に転じました。あなたはどう行動しますか？資料８
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○６５歳以上高齢者の人口は、２０４５年に約３,９１９万人、高齢化率は３６．８％に達し、その後も高齢化
率は上昇していく。また、大都市圏をもつ都道府県では高齢者が著しく増加する一方で、県によっては
高齢者人口が減少するところもあるなど、地域差が見られる。

【出所】国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（2018年推計）より連合作成。
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日本は、世界で一早く労働力人口が減少に転じました。あなたはどう行動しますか？資料９



○ＡＩやＩoＴの活用などデジタル化に加え、コロナ禍で社会・価値観の変容がもたらされ、ＤＸ（デジタル・
トランスフォーメーション）による暮らしや働き方、社会・経済のあり方の変革が加速している。

資料10 世界では急速なデジタル化、そしてＤＸへ。あなたはどう行動しますか？

10

情報技術の時代

農業の時代

工業の時代

ＡＩの時代

ＧＤＰ 土地 労働

機械資本

情報資本(データ)

情報資本(プラットフォーム)

ＧＤＰ

ＧＤＰ

ＧＤＰ

労働

労働

労働

成
長
の

エ
ン
ジ
ン
の
変
遷

ＤＸ(デジタル・トランスフォーメーション)の加速

＝

＝

＝

＝ ＋

＋

＋

＋

・業務の効率化
・製品の付加価値向上
・サービスの高度化

etc

デジタル化

暮らし、働き方、
企業、行政など

社会・経済のあり方の変革へ

ＤＸ

AI IoT

ITシステム刷新や
部分的な効率化／最適化に

とどまらない



○日本の就業構造（産業別就業者数）は、１９９５年から２０１５年の間にも大きく変化。

【出所】経済産業省「産業構造審議会 2050経済社会構造部会（第6回）」配布資料（2019.5.20）をもとに連合が加工。

データは、総務省「国勢調査」、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を基に作成。賃金水準は、フルタイム労働者の2017年度の「きまって支給する現金給与額」に12月を乗じた額に
「年間賞与その他特別給与額」を加えることにより算定。（医療業・保健衛生は、それぞれの賃金に労働者数で加重平均した値）。1995年の社会保険・社会福祉・介護事業の人数は、
産業分類の改定前である「社会保険・社会福祉」の数字を使用。 11

資料11

賃金水準（年収）
（2017年）

世界では急速なデジタル化、そしてＤＸへ。あなたはどう行動しますか？



○データの利用拡大に伴い、10年間で時価総額の世界トップ10企業は大きく変化。

【出所】総務省「AIネットワーク社会推進会議AI経済検討会（第8回）」配布資料（2019.12.25）より。 12

資料12 世界では急速なデジタル化、そしてＤＸへ。あなたはどう行動しますか？



○高度成長期：「健康」「男性」「正規雇用」「長時間」モデル。補助的な役割としての女性やパートタイム
労働者で構成。

○専業主婦世帯数と共働き世帯数はこの４０年間で逆転。

【出所】労働政策研究・研修機構（JILPT）提供
データは厚生労働省「厚生労働白書」、内閣府「男女共同参画白書」、総務省「労働力調査特別調査」、総務省「労働力調査（詳細集計）」

注1 「専業主婦世帯」は、夫が非農林業雇用者で妻が非就業者（非労働力人口及び完全失業者）の世帯。 注2 「共働き世帯」は、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。
注3 2011年は岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。注4 2013年～2016年は、2015年国勢調査基準のベンチマーク人口に基づく時系列用接続数値。

（万世帯）
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【専業主婦世帯と共働き世帯】

資料13 世界ではジェンダー平等で多様性ある社会を創ろうとの動きが活発です。
あなたはどう行動しますか？
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【賃金透明化法】
○男女の賃金格差の「見える化」（公表義務）相次ぐ立法化。
○日本の男女賃金格差（１００：７３）はＯＥＣＤでは下から３番目。

女性活躍推進法でも賃金格差の開示は義務ではない。

ジェンダー平等先進国の成果

ジェンダー平等の国際比較

【クォータからパリテへ】
○世界１３０か国以上で公職選挙にジェンダー・クォータ（割当）が実現。フランス、ボリビアは法律でパリテ（男女同数候補者）を規定。
○G７の国々で「パリテ内閣」が実現。フランス・マクロン内閣（その前のオランド内閣も同様）、カナダ・トルドー内閣、イタリアは現政

権はパリテではないが以前実現。G７以外でも「パリテ内閣」は実現（2020年のスペイン等）。
○取締役会でのクォータ制は、ノルウェー、スペイン、アイスランド、フランスが４０％、ベルギー、イタリア、オランダ、ドイツが３０％。

資料14 世界ではジェンダー平等で多様性ある社会を創ろうとの動きが活発です。
あなたはどう行動しますか？

【ジェンダーギャップ指数（世界経済フォーラム）】
○日本は１５６カ国中１２０位（2021年）。

政治参画（１４７位）、経済（１１７位）、教育（９２位）、健康（６５位）。
○世界的に見て東アジアは最も格差が大きい。

日本は、中国、韓国より劣位にある。

＜2006年＞ ＜2021年＞
・日本 ８０位 ⇒１２０位
・イタリア ７７位 ⇒ ６３位
・フランス ７０位 ⇒ １５位
・カナダ １４位 ⇒ ２４位
・ドイツ ５位 ⇒ １０位
・米国 ２３位 ⇒ ３０位
・イギリス ９位 ⇒ ２３位

・フランス 2002以来、セクハラには刑事罰
・ドイツ 2016年刑法改正、「他人の意思に反する性的行為」の処罰
・スウェーデン 2018年「過失強姦罪」“同意”の誤解を処罰
・カナダ 1992年以来、性的行為に「自由な同意」を要請

【被害者中心の性暴力法制】
○2011年 欧州評議会がイスタンブール条約（女性に対する暴力根絶条約）を採択。
○2019年6月、ＩＬＯ総会で仕事の世界における暴力とハラスメントの根絶に関する

条約が採択。連合の運動の大きな成果。
○2017年に日本の刑法強姦罪は110年ぶりの改正がなされ

たが課題が残る。2019年に相次いで強制性交罪の無罪
判決が報道された。2020年は3年目の見直しの年にあたる。

・イギリス（2010年法）
・フランス（2018年法）３年以内に法令で定める基準に達しない場合、労働者への賃金総額

と企業の利益の総額の合計１％を上限とする罰金
・ドイツ（2017年法）
・カナダ・オンタリオ州（2018年法）

G7各国・統計が始まった
2006年から2019年への変化

【出所】以上は林陽子弁護士（元女性差別撤廃委員会委員長）より情報提供。
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資料15 世界ではジェンダー平等で多様性ある社会を創ろうとの動きが活発です。
あなたはどう行動しますか？



16

資料16 世界ではジェンダー平等で多様性ある社会を創ろうとの動きが活発です。
あなたはどう行動しますか？
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【出所】第21回未来投資会
議 （ 2018.11.6 ） 配 布
資料より（住民基本
台 帳 の 人 口 移 動
データ（日本人人口）
にもとづき内閣官房
まち・ひと・しごと創
生本部事務局におい
て作成されたもの）

【出所】第21回未来投資会議
（2018.11.6）配布資料
より（「2001年事業所・
企業統計調査」及び
「 2014 年 経 済 セ ン サ
ス」より内閣官房日本
経済再生総合事務局
作成されたもの）
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資料17 日本は今、地方の疲弊が進んでいます。あなたはどう行動しますか？
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資料18 日本は今、地方の疲弊が進んでいます。あなたはどう行動しますか？

〇地域でともに生き、学び、働き、くらし続けられるようにするために、中小企業の経営基盤の強化と地
域の活性化に向けて、連合は「笑顔と元気のプラットフォーム」を構築。地方連合会と諸団体との意
見交換や各種要請行動の実施など、年間を通じたつながりのある取り組みを推進。



○連合の２０２１年登録人員は約７００万人。２０１５年より７年連続で増加。
○日本全体の労働組合推定組織率は１７.１％（前年比０.４ポイント増）。
○従業員９９人以下では、９９.１％の労働者が未組織。
○連合登録人員の拡大実績は、年平均１４万人（グロス）、２万４千人（ネット）。

【出所】：厚生労働省 令和２年「労働組合基礎調査」より連合作成 19

0

500

1000

1500

2000

2500
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未組織労働者数 労働組合員数

企業規模別 未組織労働者数（民間企業）
（万人）

２,３８０万人
（99.1％）

１,３５９万人
（88.7％）

８０２万人
（58.2％）

２１万人
（0.9％）

１７４万人
（11.3％）５７７万人

（41.8％）

計１,３７９万人

計１,５３３万人

計２,４０１万人

資料19 日本は今、地方の疲弊が進んでいます。あなたはどう行動しますか？



命とくらしを守る「新しい標準（ニューノーマル）」を創る

20

○コロナ禍及びそれにより明らかになった社会の脆弱さを克服する。
○「命とくらしを守ること」をすべての基軸に、未来を切り拓く。
○一人ひとりの可能性をもとに、格差を廃した社会づくりを通じ新たな国民生活の活力に結びつける。

資料20

連合が考える日本の将来ビジョン・目指す社会像
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命とくらしを守る「新しい標準（ニューノーマル）」を創る。あなたはどう行動しますか？
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命とくらしを守る「新しい標準（ニューノーマル）」を創る。あなたはどう行動しますか？



国連「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の達成に向けて
資料22

〇連合がめざす社会は、働くことに最も重要な価値を置き、誰もが公正な労働条件のもと、多様な働き方を通じて社会
に参加でき、社会的・経済的に自立することを軸とし、それを相互に支え合い、自己実現に挑戦できるセーフティネット
が組み込まれている活力あふれる参加型社会。加えて、「持続可能性」と「包摂」を基底に置き、年齢や性、国籍の違
い、障がいの有無などにかかわらず多様性を受け入れ、互いに認め支え合い、誰一人取り残されることのない社会。

22【出所】ＳＤＧｓ市民社会ネットワークＷＥＢサイトより。

命とくらしを守る「新しい標準（ニューノーマル）」を創る。あなたはどう行動しますか？



子どもの幸福度

【出所】ユニセフ報告書「レポートカード16」より。 23

資料23
命とくらしを守る「新しい標準（ニューノーマル）」を創る。あなたはどう行動しますか？



資料出所：IMF “World of Economic Outlook Database”  （注）2019年以降の数値はIMFによる2018年10月時点での推計値

将来世代が負っている借金（政府債務）は、先進国の中で日本だけが突出！

主要先進国の政府債務残高（対GDP比）の推移と将来見通し 日本は、今後も人口減
少と社会保障関係費の
増加など、短期的に政
府債務を解消は困難な
状況。

負債を将来にわたって
返還していくことになる
若者や次の世代に、財
政問題を“自分ごと”とし
て捉えてもらうことも主
権者教育の大きな役割。

将来世代が負っている借金（政府債務）
資料24
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命とくらしを守る「新しい標準（ニューノーマル）」を創る。あなたはどう行動しますか？



国政選挙における年齢別投票率の状況

【出所】文部科学省「第11回主権者教育推進会議」配布資料より 25

資料25
命とくらしを守る「新しい標準（ニューノーマル）」を創る。あなたはどう行動しますか？



若者の投票率は諸外国と比較して低い水準

【出所】OECD, Society at a glance2016

・ドイツでは、政府機関「連邦政治教育センター」が政治教育の研究や教材開発、
学校等における政治教育を支援。

・スウェーデンでは、選挙の際に先生が生徒を連れて候補者の選挙事務所を訪問
することが定着化。

・欧州をはじめ各国では「主権者教育」の取り組みが積極的に行われている。
・日本でも自治体・学校レベルで一部先行的な取り組み、「主権者教育」のさら

なる広がりと定着は喫緊かつ重要な課題。

主要国の投票率

資料26

26

命とくらしを守る「新しい標準（ニューノーマル）」を創る。あなたはどう行動しますか？



実は日本の若者にも潜在的な政治参加意識はある

連合が2015年７月に18歳前後の若者1,000名を対象に実施したインターネッ
トアンケートによると、70％が「投票に行きたいと思う」と回答。

72.6

75

68.9

27.4

25

31.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生・高専生

大学生・大学院生・専門学校生

働いている（有職者）

投票に行きたいと思う 投票に行きたいと思わない 最近の選挙で20代の投
票率は30％台にまで低下
していますが、調査ではそ
の数字が逆転！投票先を選
ぶ基準は政策・公約がトッ
プ。
ただし「何を基準に選べ

ばいいかわからない」が
18.2％。判断材料が示さ
れることで若者の政治参加
行動を促す可能性がある。

投票する場合、何を基準に投票先を選びますか(複数回答）

資料27
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命とくらしを守る「新しい標準（ニューノーマル）」を創る。あなたはどう行動しますか？



連合 with/afterコロナ時代のデザイン

～仕事・暮らし・社会の新しいカタチをつくる～

日本労働組合総連合会

28

※ 本資料は、連合「コロナ時代を考える 有
識者との緊急勉強会」（2020年6-8月に
開催）報告書をもとに、「連合ビジョ
ン」や政策との関係を整理したものであ
る

参考１



連合 with/afterコロナ時代のチャレンジ

29

•コロナ禍の克服は、単なるコロナ禍前への回帰であってはならない。

•働き方やくらし方、企業行動、行政などにおける感染症や大規模災害への耐性を高めつつ、
誰もが将来に安心と希望の持てるよう、今回を機に中長期の視点から社会の変革を進めていく。

コロナ前への回帰ではなく社会変革へ

•コロナ禍は「連合ビジョン」でも指摘してきた不安定雇用や格差、人口減少に伴う社会保障・財政・
地域の持続可能性、民主主義の危機などの課題を顕在化させた。

•雇用と生活の不安が増す中、私たちは「働くことを軸とする安心社会」の価値観を再認識し、働く
者・生活者の命とくらしを守り、多様性に根ざした持続可能で包摂的な社会を実現するため、「ま
もる・つなぐ・創り出す」の運動軸に確信を持ち、政策力、行動力、発信力により一層磨きをかけて
いく。

めざす社会像に確信を持ち運動を推進

•連合においても「新たな運動様式」への挑戦が求められる。

•with/afterコロナにおいても組織力・発信力を発揮し、すべての働く人にとって「必ずそばにい
る存在」となるべく、組織運営や活動手法の見直しを進めていく。

新たな運動様式に挑戦

デジタル
変革への

対応

雇用・生活
のセーフ
ティネット
再構築

持続可能
な経済へ
の転換

財政の持
続可能性

確保

民主主義
の深化

地域社会・
地域行政
の見直し

連合運動
における
行動変容

参考２



働くカタチを新しく

30

多様な人が働きやすい環境づくり

•政労使の協力で「働き方改革」を社会に浸透させ、誰もが安全・安心でディーセントな
働き方ができるように

•テレワークは、 働く者のニーズ、労働時間の適正な管理、健康確保、マネージメントのあ
り方、インフラなどの環境整備と費用負担などについて、労使でルールづくりを

•政府は、デジタル社会の基盤整備を行うとともに、中小企業の取り組み支援を

技術革新を見据え、スキルアップ・キャリアチェンジを支援

•変化に対応して新たな価値を創造していくには「人への投資」が不可欠。ＯＪＴ・ＯffＪＴ
に加え、公的な職業訓練の強化を

•業種・職種・職務ごとに企業横断的な職業能力評価制度を作り、スキルの見える化とそ
れに見合った公正な処遇を

•デジタル社会に取り残される人がいないように、基本的なスキルを学ぶ教育機会の強
化を

参考３



働くカタチを新しく

31

働く上でのリスクに備える社会的セーフティネットの強化

•離職を余儀なくされても早期に仕事に就けるよう、職業紹介と能力評価、職業
訓練、所得補償、住宅支援が一体となったセーフティネットの整備を

• 「曖昧な雇用」で働く者に契約ルールや最低報酬、安全衛生などの法整備を

•在籍出向を活用した「失業なき労働移動」の仕組みの拡充を

テレワーク導入について
職場の労使での協議によるルールづくりが必要。
導入の目的／対象者／実施の手続き／労働諸条件の変更事項
情報セキュリティ対策／費用負担のルール
長時間労働の未然防止策／作業環境管理／健康管理

連合「テレワーク導入に向けた労働組合の取り組み方針」（2020年9月）

健康で安全に
意欲を持って
働ける

環境整備と
ルールづくりを

参考４



医療・福祉・介護・保育を社会全体で
・ビッグデータや新技術も活用し、ニーズに応じた効率的で質の高いサービスを提供で
きる仕組みに
・担い手確保に向けたディーセント・ワークの確立を

一人ひとりの多様なくらしと価値観を尊重
・税制や社会保障制度を性やライフスタイルに中立的なものに
・外国人の生活支援策を整備し、多言語対応などでアクセスしやすく
・あらゆる差別を許さないための法制度整備を

誰もが生涯学び続けられる環境づくり
・就学前教育から高等教育まで、すべての教育にかかる費用の無償化を

・社会人や企業への助成を充実し、学び直しや生涯教育の推進を

32

暮らしのカタチを新しく

参考５



将来世代の希望につながる持続可能な社会に
・必要な負担を将来世代に付け回さず、公平・公正な分かち合いを
・税や社会保障の再分配機能の強化と将来に責任を持てる財政の確立を

民主主義の深化と新しい資本主義が確立された社会に
・過度な自己責任論や競争至上主義、さらに株主至上主義からの脱却を
・ジェンダー平等があらゆる場に行き届き、実践される社会に
・国民一人ひとりが主役である主権者意識の向上と教育の充実を
・情報開示と説明責任が果たされる透明性の高い政治行政の確立を

新しい豊かさで満ちた地方・地域が主役の社会に
•地域固有の強みや資源を生かした豊かなくらしや良質な仕事づくりへ
•国から地方自治体への権限・財源の移譲、地域の多様な主体の協働による必要なサービス充
足や地域おこしを

•災害・感染症対策が住民参加により充実し、DXも活用しながら、安心して暮らせるまちづくりを

33

社会のカタチを新しく

参考６



連合「コロナ時代を考える 有識者との緊急勉強会」（２０２０年６－８月開催）

34

〇新型コロナウイルスが社会・経済などへもたらすインパ

クトを踏まえ、緊急、かつ、集中的に各分野の有識者の

知見を集積する場を設定。

〇有識者とのディスカッションで得た知見を、推進中の

今期の運動（政策、活動、組織、運営）の補強と、今後の

運動の見直し・加速に結びつける。

〇取りまとめ内容は、内外に発信し、課題認識の共有に

資する。

➡報告書：第13回中央執行委員会（2020.10）に報告

開催趣旨

【第１回】（6/12）
宇野 重規 東京大学教授

「コロナ時代を考える」
【第2回】（6/18）

宮田 裕章 慶應義塾大学教授

「コロナ危機を通じて再構成すべき国家
データ戦略」
【第3回】（6/30）
鶴 光太郎 慶應義塾大学大学院教授

「With/afterコロナの働き方」
【第4回】（7/ 3）
水町 勇一郎 東京大学社会科学研究所教授

「コロナ危機と労働法の課題」
【第5回】（7/ 7)
森信 茂樹 東京財団政策研究所研究主幹

「ウイズコロナ時代の税制 マイナンバー制
度を中心に」
【第6回】（7/14)
猪木 武徳 大阪大学名誉教授

「コロナ禍後の社会を想像する―いくつか
の問題提起」

【第7回】（7/15）
富永 京子 立命館大学准教授

「コロナ時代における社会運動のあり方」
【第8回】（7/21)
林 陽子 弁護士

「COVID 19 パンデミックと日本のジェン
ダー平等政策」
【第9回】（7/30）
松尾 豊 東京大学大学院教授

「コロナ危機における人工知能の活用と課
題」
【第10回】（8/7）
冨山 和彦 （株）経営共創基盤代表取締役CEO

「ウイズコロナ～ポストコロナの経済 TAか
らCXへ」

【第11回】（8/18）
小熊 英二 慶応大学教授

「『日本型雇用』を考える－国際比較、歴史、
そして未来－」
【第12回】（8/27) 
熊谷 亮丸 大和総研調査本部長・チーフエコノミスト

「コロナ時代を考える」

開催経過・テーマ・講師

知見と示唆は2021年度活動計画策定の参考に ➡ 次期運動方針をはじめ、今後の組織・政策・運動の補強に活用

※ Web会議システム「Zoom」で開催

<参加者＞三役会構成員＋本部常任役員

今後の社会全般の
方向性

雇用とくらし

経済・財政 地域社会

民主主義
政治・行政

労働運動

参考７
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